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いじめ発生時の初期対応マニュアル
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事情を聞く

保護者への連絡を早急に行い、学校が一丸となって対応策を考えていること、いじめは絶対許さない方
針であることを双方に伝える。
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 誠実に両保護者に対して対応し、説明責任を果たしながら、生徒の健やかな成長
を第一に考えた対処をしていく。

 毅然とした態度を示しながらも温かい対応に心がける。

 重大な事案である場合は、保護者説明会も設けて説明責任を果たしていく。

 同様の事案が発生しないように教育活動､職員の指導体制､本マニュアルについて
改善する。
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情報の突き合わせ　事実の確認

日常の取組

※日記指導
※アンケート ※健康観察カード
※チェックリスト
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